
現 場 説 明 書

１．業務の名称 平成２４年度 静岡営繕事務所営繕関係資料作成業務

２．現場説明会 本業務内容は、入札説明書、契約書案、中部地方整備局競争契
約入札心得、図面、仕様書及び現場説明書（以下「設計図書等」
という。）によるものとし、現場説明会は実施しない。

３．仕様書等に対する質問及び回答について

（１）質問書提出期間
平成２４年３月２６日から平成２４年４月２７日まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、１０時
００分から１６時００分まで

（２）質問書提出方法
質問は、文書（書式自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、電子入

札システムにより提出することとし、提出後電話で通知すること。
紙入札方式の者は、持参又は電子メール（着信を確認すること。）により提出す

ること。なお、持参又は電子メールで提出する場合、文書には回答を受ける担当窓
口の部署、氏名、電話及びFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。

（３）質問書提出先
〒４２０－０８２３ 静岡市葵区春日２丁目４番２５号
国土交通省 中部地方整備局 静岡営繕事務所 総務課
電 話 ０５４－２５５－１４２１
ＦＡＸ ０５４－２５５－１４２２
メールアドレス：keiseize@cbr.mlit.go.jp

（４）回答書閲覧期間
回答の翌日から開札日の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
８時３０分から１７時１５分まで

（５）回答書閲覧場所
中部地方整備局 静岡営繕事務所



説 明 事 項

１ 入札（又は見積書の提出）について

（１） この業務の入札（又は見積書の提出）に当たっては、入札公告・入札説明書（又は指名

通知書、見積依頼書）、図面、仕様書、中部地方整備局競争契約入札心得（又は中部地方

整備局随意契約見積心得）、中部地方整備局電子入札運用基準（建設工事及び建設コンサ

ルタント業務等）、契約書（案）及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書（又は見積

書）を提出するものとする。

（２） この業務の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 落札者（又は契約の相手方）の決定について

落札者（又は契約の相手方）の決定については、一般競争契約及び指名競争契約の場合

は、入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って入札した者（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあっては、価格及びその他の

条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者）を落札者とする。随意契約

による場合は、予定価格の範囲内であって、見積書を提出した者のうちから、経済的、技

術的に有利と認められる者を契約の相手方に決定する。

なお、一般競争契約及び指名競争契約の場合は、

① 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第85号（同令第98条において準用する場

合を含む。）の基準を設定する場合がある。

② 基準価格(①の基準が設定されている場合に限る。以下同じ）を下回った入札が行われ

た場合には、入札を「保留」として終了し、調査の上、その結果を後日通知する。

③ 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者となら

ない場合がある。

④ 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力するものとする。

⑤ 調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。

３ 契約書頭書の「調停人」について

発注者と受注者との協議により、調停人をあらかじめ選任することとなった場合は、この

欄にその氏名を記入するものとする。

４ 前払金等の請求について

（１） 前払金を請求できる業務については、契約締結後、保証事業会社の保証を得たときは、

業務委託料等の３０／１００以内の金額を前払金として請求することができる。

（２） 部分払は、３回以内とする。



５ 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務

予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の

（１）から（４）について実施するものとし、予決令第86条の調査に先立ち、開札後速やか

に実施の可否について確認を行うものとする。その上で、すべての義務を果たせない場合に

は、中部地方整備局競争契約入札心得第６条第９号の規定により、入札に関する条件に違反

した入札として、その入札を無効とするものとする。なお、（１）ないし（２）については、

いずれかを選択し実施するものとする。

（１）増員担当技術者、配置予定管理技術者の制限

増員担当技術者、配置予定管理技術者の制限について次の事項を実施するものとし、

配置する技術者は公共建築設計情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）に登録すること。

・配置予定管理技術者と同等の能力と経験を有し、かつ過去５年間の中部地方整備局発

注業務で地方整備局等建築設計等委託業務成績評定（監理業務の場合は地方整備局等建

築工事監理委託業務成績評定）に基づく業務成績が７５点以上の業務における主任担当

技術者以上の経験のある技術者を管理技術者と別に担当技術者として配置し、業務実施

上必要となる全ての打合せに契約図書に基づく受注業務の管理技術者と同席出席させる。

また、増員担当技術者の手持ち業務量は、配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を

超えないものとする。

（２）品質証明等

当該業務の不備により、国土交通省に損害を与えた場合、受注者の責任において損害

補填する旨を明記した、平成２３・２４年度一般競争（指名競争）参加資格の認定を受け

た代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。ただし、契約当事者が委任状によ

り当該業務の契約締結権限等を受任している者である場合には、代表者及び受任者の２名

による連名の直筆署名とする。様式（中部地方整備局http://www.cbr.mlit.go.jp/contra

ct/teinyusatsu/pdf/hinsitu-shoumei.pdf）

また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。

提出された品質証明書は、中部地方整備局ホームページにて公表する。

（３）再委託

特記仕様書で示す軽微な部分の再委託を除いた再委託額が業務委託料の３分の１以内

とすることとし、開札後に実施する低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務確認

時及び履行確実性に関するヒアリング前段及び低入札価格調査の際に確認するものとす

る。

（４）打合せ

業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と（１）の増員担当技術者が出席す

るものとする。また、業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に主任調査員による履

行確認を行うものとする。

６ 品質確保の観点から中部地方整備局が定める価格について

（１）予定価格が500万円以上1,000万円以下の業務においては、品質確保の観点から中部地

方整備局が定めた価格（以下「品質確保基準価格」という。）により、その価格を下回っ

た場合は、「５ 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行



うものである。

（２）前項の場合、「５ 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」に記載されている

「調査基準価格」を「品質確保基準価格」と読み替えて適用する。

（３）品質確保基準価格の算出方法は、予定令第８５条に基づく調査基準価格に準じて算出

するものとする。

（４）品質確保基準価格を下回る場合の、「５ 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義

務」の（３）再委託の確認については、「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」

確認時及び履行確実性に関するヒアリング前段に確認するものとする。


